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〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁登

録
を
受
け
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
番
号

等
取
扱
契
約
締
結
事
業
者
の
営
業
廃
止
関

係
裁
判
所

破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

特
殊
法
人
等

中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
料
金
の
額
及

び
徴
収
期
間
の
変
更
、
企
業
年
金
基
金
変

更
関
係

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

〇
農
林
水
産
省
令
第
二
十
七
号

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ

ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
緊
急
防
除
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
四
月
二
日

農
林
水
産
大
臣

野
上
浩
太
郎

〔
省

令
〕

〇
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の

緊
急
防
除
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
（
農
林
水
産
二
七
）

〔
告

示
〕

〇
銀
行
法
施
行
令
第
十
七
条
の
二
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
な
い
金

融
庁
長
官
の
権
限
等
を
定
め
る
件
等
を
定

め
る
件
等
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
金
融
庁
二
一
）

〇
都
道
府
県
が
行
う
補
助
金
等
の
交
付
に
関

す
る
事
務
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
厚
生
労
働
一
七
一
）

〇
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の

緊
急
防
除
に
関
す
る
告
示
の
一
部
を
改
正

す
る
件
（
農
林
水
産
四
七
七
）

〇
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件

（
同
四
七
八
〜
五
〇
四
）

〔
国
会
事
項
〕





ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
緊
急
防
除
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
緊
急
防
除
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。）で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に

掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、

こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
防
除
区
域
）

（
防
除
区
域
）

第
二
条

ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
緊
急
防
除
を
行
う
区
域
（
以
下
「
防
除
区
域
」と
い
う
。）は
、

植
物
防
疫
法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
が
告
示
す
る
区
域
と
す
る
。

第
二
条

ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
緊
急
防
除
を
行
う
区
域
（
以
下
「
防
除
区
域
」と
い
う
。）は
、

別
表
に
掲
げ
る
地
域
と
す
る
。

（
移
動
の
制
限
）

（
移
動
の
制
限
）

第
五
条

次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
移
動
制
限
植
物
等
」
と
い
う
。）は
、
植
物
防
疫
官
が
そ
の
行
う
検
査
の
結

果
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と

認
め
る
旨
を
示
す
表
示
を
付
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
防
除
区
域
以
外
の
地
域
に
移
動
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
場
合
、
及
び
調
査
を
行
う
た
め
、

植
物
防
疫
官
（
植
物
防
疫
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
が
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町

村
長
に
対
し
調
査
に
関
す
る
協
力
指
示
書
を
交
付
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
植
物
防
疫
官
又
は
当
該
都
道
府
県

知
事
若
し
く
は
市
町
村
長
の
指
定
す
る
職
員
）
が
移
動
制
限
植
物
等
を
防
除
区
域
以
外
の
地
域
へ
移
動
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
条

次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
移
動
制
限
植
物
等
」
と
い
う
。）は
、
植
物
防
疫
官
が
そ
の
行
う
検
査
の
結

果
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と

認
め
る
旨
を
示
す
表
示
を
付
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
防
除
区
域
以
外
の
地
域
に
移
動
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
場
合
、
及
び
調
査
を
行
う
た
め
、

植
物
防
疫
官
（
植
物
防
疫
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
が
北
海
道
知
事
、網
走
市
長
、

清
里
町
長
又
は
斜
里
町
長
に
対
し
調
査
に
関
す
る
協
力
指
示
書
を
交
付
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
植
物
防
疫
官

又
は
北
海
道
知
事
、
網
走
市
長
、
清
里
町
長
若
し
く
は
斜
里
町
長
の
指
定
す
る
職
員
）
が
移
動
制
限
植
物
等
を

防
除
区
域
以
外
の
地
域
へ
移
動
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
廃
棄
の
措
置
）

（
廃
棄
の
措
置
）

第
七
条

防
除
区
域
内
に
存
在
す
る
移
動
制
限
植
物
等
の
う
ち
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
が
付
着

し
、
又
は
付
着
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
ま
ん
延
を
防
止

す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
植
物
防
疫
官
が
指
定
す
る
も
の
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
で
あ
っ
て
、

植
物
防
疫
官
に
よ
り
こ
れ
を
廃
棄
す
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
は
、
植
物
防
疫
官
（
植
物
防
疫
法
第
十
九
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
が
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
に
対
し
廃
棄
の
措
置
に
関
す
る
協

力
指
示
書
を
交
付
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
植
物
防
疫
官
又
は
当
該
都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
市
町
村
長
の
指

定
す
る
職
員
）
の
指
示
に
従
い
、
こ
れ
を
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条

防
除
区
域
内
に
存
在
す
る
移
動
制
限
植
物
等
の
う
ち
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
が
付
着

し
、
又
は
付
着
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
ま
ん
延
を
防
止

す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
植
物
防
疫
官
が
指
定
す
る
も
の
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
で
あ
っ
て
、

植
物
防
疫
官
に
よ
り
こ
れ
を
廃
棄
す
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
は
、
植
物
防
疫
官
（
植
物
防
疫
法
第
十
九
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
が
北
海
道
知
事
、
網
走
市
長
、
清
里
町
長
又
は
斜
里
町
長
に
対
し
廃

棄
の
措
置
に
関
す
る
協
力
指
示
書
を
交
付
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
植
物
防
疫
官
又
は
北
海
道
知
事
、
網
走
市

長
、
清
里
町
長
若
し
く
は
斜
里
町
長
の
指
定
す
る
職
員
）
の
指
示
に
従
い
、
こ
れ
を
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
削
る
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

都
道
府
県

市

町

村

防

除

区

域

北
海
道

網
走
市

稲
富
（
藻
琴
川
以
西
の
地
域
並
び
に
九
番
二
、
五
及

び
六
、
十
一
番
一
か
ら
四
ま
で
、
十
二
番
一
か
ら
四

ま
で
、
十
三
番
一
か
ら
七
ま
で
、
十
四
番
一
か
ら
十

ま
で
、
十
五
番
二
か
ら
四
ま
で
、
十
六
番
二
及
び
四

か
ら
六
ま
で
、
十
七
番
、
十
八
番
一
及
び
二
、
十
九

番
一
及
び
二
、
二
十
番
、
二
十
二
番
二
及
び
三
、
二
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十
三
番
一
か
ら
四
ま
で
、
二
十
五
番
か
ら
三
十
一
番

ま
で
、
三
十
二
番
一
及
び
三
、三
十
三
番
一
及
び
二
、

四
十
一
番
二
、
百
七
番
二
、
百
八
番
、
百
八
番
二
、

百
九
番
、
百
九
番
二
、
百
十
番
、
百
十
一
番
、
六
百

七
十
五
番
一
及
び
二
、
六
百
七
十
七
番
一
か
ら
五
ま

で
、
六
百
七
十
八
番
、
六
百
七
十
九
番
一
か
ら
四
ま

で
、
六
百
九
十
二
番
一
か
ら
四
ま
で
、
七
百
三
十
番

か
ら
七
百
三
十
二
番
ま
で
、
二
万
十
四
番
、
二
万
五

千
九
番
、
二
万
五
千
十
番
、
三
万
八
番
並
び
に
三
万

九
番
を
除
く
。）、
音
根
内
（
二
百
三
十
三
番
、
二
百

三
十
七
番
一
か
ら
六
ま
で
、
二
百
三
十
八
番
一
か
ら

五
ま
で
、
二
百
三
十
九
番
一
及
び
四
か
ら
二
十
一
ま

で
、
二
百
四
十
番
一
及
び
三
か
ら
七
ま
で
、
二
百
四

十
五
番
一
及
び
二
、二
百
四
十
六
番
一
か
ら
三
ま
で
、

二
百
四
十
七
番
一
か
ら
六
ま
で
、
二
百
四
十
八
番
、

二
百
四
十
九
番
一
及
び
二
、
二
百
五
十
番
一
か
ら
三

十
四
ま
で
、
二
百
五
十
一
番
一
か
ら
四
ま
で
、
六
か

ら
二
十
二
ま
で
及
び
二
十
五
か
ら
六
十
六
ま
で
、
二

百
五
十
二
番
一
か
ら
三
ま
で
、
五
及
び
九
か
ら
十
八

ま
で
、
二
百
五
十
三
番
一
か
ら
七
ま
で
及
び
十
か
ら

二
十
九
ま
で
、
二
百
五
十
四
番
一
か
ら
四
ま
で
、六
、

八
及
び
十
一
、
二
百
六
十
四
番
、二
百
六
十
四
番
二
、

二
百
六
十
五
番
一
か
ら
三
ま
で
、
二
百
六
十
六
番
一

か
ら
六
ま
で
、
八
及
び
十
六
、
二
百
六
十
七
番
一
か

ら
三
ま
で
及
び
五
、二
百
六
十
八
番
一
か
ら
五
ま
で
、

七
か
ら
二
十
三
ま
で
、
二
十
六
か
ら
三
十
一
ま
で
及

び
三
十
三
か
ら
四
十
一
ま
で
、
二
百
六
十
九
番
一
か

ら
三
十
五
ま
で
、二
百
七
十
番
一
か
ら
二
十
一
ま
で
、

二
百
七
十
一
番
一
か
ら
四
ま
で
、
二
百
七
十
二
番
一

か
ら
四
ま
で
、
二
百
七
十
三
番
一
か
ら
三
ま
で
、
二

百
七
十
四
番
一
及
び
二
、
二
百
七
十
五
番
、
二
百
七

十
六
番
一
か
ら
四
ま
で
、
二
百
七
十
七
番
、
二
百
七

十
七
番
二
、
二
百
七
十
八
番
一
か
ら
三
ま
で
、
二
百

七
十
九
番
一
及
び
二
、
二
百
八
十
番
一
か
ら
十
一
ま

で
、
二
百
八
十
一
番
一
か
ら
九
ま
で
、
二
百
八
十
二

番
、
二
百
八
十
二
番
二
か
ら
五
ま
で
、
二
百
八
十
三

番
一
か
ら
四
ま
で
、
二
百
八
十
四
番
一
及
び
二
、
二

百
八
十
五
番
、
二
百
八
十
六
番
一
か
ら
六
ま
で
、
二

百
八
十
七
番
二
、
二
百
八
十
八
番
一
か
ら
四
ま
で
、

二
百
八
十
九
番
、
二
百
八
十
九
番
二
か
ら
六
ま
で
、

二
百
九
十
番
一
、
二
及
び
六
か
ら
八
ま
で
、
二
百
九

十
一
番
一
及
び
四
か
ら
六
ま
で
、
二
百
九
十
二
番
一
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及
び
三
、
二
百
九
十
三
番
一
、
二
百
九
十
四
番
一
か

ら
三
ま
で
、
二
百
九
十
五
番
一
、
二
百
九
十
六
番
一

か
ら
三
ま
で
及
び
五
、
二
百
九
十
七
番
一
及
び
二
、

二
百
九
十
八
番
、
二
百
九
十
九
番
一
、
二
、
四
及
び

五
、
三
百
四
十
五
番
一
及
び
四
か
ら
六
ま
で
、
三
百

八
十
番
、
三
百
九
十
八
番
、
三
百
九
十
九
番
、
四
百

十
一
番
、
四
百
十
五
番
か
ら
四
百
十
七
番
ま
で
、
四

百
三
十
四
番
、
四
百
五
十
六
番
か
ら
四
百
五
十
八
番

ま
で
、
二
万
八
番
、
二
万
十
三
番
、
二
万
十
八
番
、

二
万
十
九
番
、
二
万
五
千
二
十
一
番
、
二
万
五
千
二

十
四
番
、
二
万
五
千
二
十
五
番
、
三
万
百
番
、
三
万

百
一
番
、
三
万
百
三
番
、
三
万
百
六
番
、
三
万
百
七

番
並
び
に
三
万
五
千
七
番
に
限
る
。）、
昭
和
、
豊
郷

（
豊
郷
川
以
西
の
地
域
及
び
豊
郷
川
と
の
合
流
点
下

流
の
鱒
浦
川
以
西
の
地
域
を
除
く
。）、
中
園
、
鱒
浦

（
鱒
浦
川
以
北
の
地
域
を
除
く
。）、
実
豊
（
百
八
十

一
番
、
百
八
十
一
番
二
、
百
八
十
二
番
、
百
八
十
七

番
一
及
び
四
、
百
八
十
八
番
、
百
八
十
九
番
一
及
び

八
、
百
九
十
番
一
か
ら
三
ま
で
、
七
及
び
八
、
百
九

十
一
番
一
か
ら
三
ま
で
及
び
六
か
ら
十
三
ま
で
、
百

九
十
二
番
一
及
び
四
か
ら
七
ま
で
、百
九
十
三
番
一
、

百
九
十
九
番
一
、
二
及
び
七
か
ら
十
一
ま
で
、
二
百

番
一
及
び
二
、
二
百
一
番
一
及
び
二
、二
百
二
番
一
、

二
百
三
番
一
及
び
二
、
二
百
四
番
一
及
び
二
、
二
百

五
番
、
二
百
六
番
一
か
ら
三
ま
で
、
二
百
七
番
一
か

ら
三
ま
で
、
二
百
八
番
一
、
三
及
び
四
、
二
百
九
番

一
、
四
、
五
、
七
及
び
十
、
五
百
五
十
二
番
一
、
五

百
五
十
三
番
、
五
百
五
十
四
番
、五
百
五
十
五
番
一
、

五
百
七
十
番
、
六
百
九
十
七
番
、
一
万
五
千
七
番
か

ら
一
万
五
千
九
番
ま
で
並
び
に
三
万
十
七
番
に
限

る
。）、
藻
琴
及
び
山
里

斜
里
郡
清
里
町

神
威

斜
里
郡
斜
里
町

以
久
科
北
、
川
上
、
豊
倉
、
美
咲
及
び
来
運
（
八
十

八
番
二
、
三
、
五
か
ら
七
ま
で
、
九
及
び
十
二
か
ら

十
五
ま
で
、
九
十
一
番
十
四
、
九
十
三
番
二
十
三
か

ら
二
十
五
ま
で
、
九
十
四
番
十
六
、
百
番
一
か
ら
三

ま
で
、
百
一
番
一
、
百
二
番
、
百
五
番
一
及
び
三
か

ら
七
ま
で
、
百
六
番
一
か
ら
三
ま
で
、
百
七
番
一
か

ら
七
ま
で
、
百
八
番
一
か
ら
三
ま
で
、
六
、
八
、
十

及
び
十
一
、
百
十
番
一
及
び
三
か
ら
五
ま
で
、
百
十

一
番
一
及
び
三
か
ら
五
ま
で
、
百
十
二
番
、
百
十
三
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こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

番
一
、
二
及
び
四
か
ら
十
四
ま
で
、
百
十
四
番
一
、

二
、
四
か
ら
十
八
ま
で
、
二
十
か
ら
二
十
三
ま
で
及

び
二
十
五
か
ら
三
十
ま
で
、
百
十
五
番
一
及
び
二
、

百
十
六
番
、
百
二
十
番
一
か
ら
三
ま
で
、
百
二
十
一

番
一
、
二
、
四
及
び
五
、
百
二
十
二
番
一
及
び
四
か

ら
十
二
ま
で
、
百
八
十
六
番
五
、
六
、
八
及
び
十
三

か
ら
十
七
ま
で
、
百
八
十
七
番
一
か
ら
六
ま
で
、
百

八
十
八
番
一
及
び
三
か
ら
六
ま
で
、百
八
十
九
番
一
、

二
、
四
か
ら
八
ま
で
、
十
一
か
ら
三
十
三
ま
で
及
び

三
十
五
か
ら
四
十
二
ま
で
、
百
九
十
番
一
及
び
三
、

百
九
十
一
番
一
、
四
及
び
六
、
百
九
十
二
番
一
及
び

二
、
百
九
十
三
番
一
か
ら
三
ま
で
、
五
及
び
七
か
ら

九
ま
で
、
百
九
十
四
番
、
百
九
十
四
番
四
か
ら
七
ま

で
、
百
九
十
五
番
一
か
ら
五
ま
で
、百
九
十
六
番
一
、

二
及
び
四
か
ら
七
ま
で
、
百
九
十
七
番
一
及
び
三
、

百
九
十
八
番
一
か
ら
三
ま
で
、
五
、
七
か
ら
九
ま
で

及
び
十
二
か
ら
二
十
五
ま
で
、
百
九
十
九
番
一
、
三

及
び
五
か
ら
八
ま
で
、
二
百
番
一
、
三
及
び
七
か
ら

十
ま
で
、
二
百
一
番
一
、
二
、
四
、
六
、
八
、
九
及

び
十
一
か
ら
三
十
五
ま
で
、
二
百
二
番
一
か
ら
三
ま

で
、
五
、
七
及
び
九
か
ら
十
一
ま
で
、
二
百
三
番
、

二
百
四
番
、
二
百
四
番
二
、
二
百
五
番
一
及
び
二
、

二
百
六
番
並
び
に
二
百
七
番
一
か
ら
十
一
ま
で
を
除

く
。）
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